
京丹後市市長交際費取扱指針 
 
 市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）は、次に定めるところにより、社会通念上妥当

と認められる範囲内で、必要最小限の交際費の支出に努めるものとします。 
 
１ 交際費の趣旨 

交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表し市の外部と交際をする場合に支

出することができるものとします。 
 
２ 交際費の支出ができる相手方 

(1)京丹後市の事務事業と直接かつ密接な関係にある者 
(2)市政について顕著な功績があった者 
(3)災害又は事故等にあった者及びその他市長等が特に必要と認める者並びにこれらの者が所属

する団体等 
 
３ 交際費の支出ができる事項 

交際費は、前項に掲げる相手方との交際において、次に掲げる事項について支出することがで

きるものとします。 
支出区分 内 容 

会費等 構成員となっている団体等の会議、会合等に参加するとき又は市政運営上必要と

判断される会議、会合等に出席するときで、定められた会費等に係る支出 
祝 金 式典、会議、大会、慰霊祭等に対する祝金等に係る支出 
弔 慰 市政関係者等及びその親族に対する香料等に係る支出 
見舞い 市政関係者等の病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出 

激励金 本市の公益性を高める個人・団体を激励するために係る支出（対象者は、世界大

会、全国大会に出場する個人・団体、公益性の高い支援活動を行う個人・団体）

贈 答 市政運営上必要な相手への土産等に係る支出 
賛 助 各種大会、行事等への賛助金等に係る支出 
懇談費 会議、会合等で、市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出 
その他 上記に分類されず、市政を円滑に推進するために必要な支出 

 
４ 交際費の支出ができる額 

会費等 会議出席に要する費用等について、定められた額 

祝 金 定例的に行われる大会等は原則１０，０００円以内とし、その他の大会等は規模

に応じて社会通念上、妥当と認められる範囲内の額 
弔 慰 京丹後市慶弔規程に定められた額 
見舞い 社会通念上、妥当と認められる範囲内の額 

激励金 一人につき１０,０００円を限度とする。 
激励会等一件につき３０,０００円を限度とする。 

贈 答 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 
賛 助 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 
懇談費 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 
その他 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 

 
 附 則 

この指針は、平成１７年７月１日から施行します。 


